
東京都【総量削減義務と排出量取引制度】とは

対象事業所

事業所

対象となる温室効果ガス

特定温室効果ガス

燃料、熱、電気の使用に伴い排出されるCO2

その他ガス

非エネルギー起源CO2、CH4、N2O、PFC、HFC、SF6

削減計画期間

削減計画期間： ５年間

第一計画期間 ： ２０１０～２０１４年度 （第一計画期間の履行期限：２０１６年３月末）

第二計画期間 ： ２０１５～２０１９年度

削減義務率 （第一計画期間）

エネルギー管理の連動性がある（エネルギー供給事業者からの受電点やガス供給点が同一であったり、地域
冷暖房施設について導管が連結している）場合は、複数の建物等をまとめて一事業所となります。

前年度の燃料、熱及び電気の使用量が、原油換算で１，５００キロリットル以上の事業所（指定地球温暖化対策
事業所）

連続する３年間のエネルギー使用量が原油換算で年間１，５００キロカロリー以上使用している場合は、「特定
地球温暖化対策事業所」となります。

Ⅰ－２
オフィスビル等のうち地域冷暖房等を２割以上利用して
いる事業所

６％

区分Ⅰ－１、Ⅰ－２以外の事業所
（工場、上下水道、廃棄物処理施設等）

６％Ⅱ

東京都は、２００２年４月に大規模事業者を対象に温室効果ガスの排出量の算定・報告、目標設
定等を求める「地球温暖化対策計画書制度」を導入し、更に２００５年からは、削減対策への都の
指導・助言及び評価・公表の仕組みを追加して、事業者の自主的かつ計画的な対策を求めるとし
ました。
さらに東京都は、対策レベルの底上げを図るとともに、都内のCO2排出総量の削減を実現するた

め、２００８年から環境確保条例を改正し、「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」
を導入しました。

共通の所有者が存在する建物・施設が隣接（又は上記の規模の事業所については道路、水路等を挟んで近接
していた場合（建物については大部分の所有者が同一の場合に限る。）は、複数の建物等をまとめて一事業所
となります。

オフィスビル等と地域冷暖房施設 ８％Ⅰ－１

区 分 削減義務率



総量削減義務と排出量取引制度に係る検証業務フロー

■ 御見積書の提出

★ 契約書の締結

● 算定報告書

● 検証先事業所の概要（パンフレット）

●

● 事業所内建物配置図、隣接する敷地内配置図、住宅地図

●

■ 検証の方法の選定

全数検証方式

サンプリング検証方式

■ 検証計画の立案

■

事業所範囲の特定

排出活動・燃料等使用量監視点の特定

燃料等使用量監視点の特定

燃料等使用量の把握

■ 排出量検証実施報告書に検証結果を記入

■ 検証結果の品質管理手続

■ 検証結果の確定

■ 検証結果報告書等の発行

必要に応じて現地訪問

現地で確認

● 事業所作成

■ ＪＣＱＡ作成

備 考：

検証先事業所が作成した特定温室効果ガス排出量算定報告
書、（昨年度の算定報告書、検証結果報告書）

エネルギーフロー(事業所内配電図、事業所内空気調和設備
系統図、ガス配管図）、消防法の危険物貯蔵・取扱施設の届出
（自治体の火災予防条例の危険物貯蔵・取扱施設の届出）購
買伝票等の種類及び数、燃料等購買データの件数等

データ採取、集計報告等の明確なルールが定められており、
担当者に周知されていること。

同一の燃料等の種類で燃料等使用量監視点が１０箇所以上あ
ること又は検証に用いる燃料等購買データを年間で２００件以
上有する燃料等使用量監視点があること。

算定報告書等概要調査で入手した資料/現地訪問により次を確認

契約書の締結

概要調査

検証計画策定

検証チェックリストを用いた検証

排出量検証実施報告書
を用いた検証

検証結果のとりまとめ

検証結果報告書等の提出


